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事務事業名障害児補装具利用者負担補助事業

15
基本事業： 01自立生活の支援 担当部 健康福祉部

基本事業の
成果指標

①自立支援給付（介護給付）の利用者数
②自立支援給付（訓練等給付）の利用者数
③施設入所から在宅生活へ移行した障がい者数（計画期間内累計）
④障がい児通所支援の利用者数

担当課 生活福祉課

担当係 障がい者福祉担当

①障害児補装具費助成
　国の法律に基づき補装具費を支給した障がい児の保護者

②難聴児補聴器購入費助成事業
　軽度中等度難聴児の保護者

＜事業概要＞
①障害児補装具費助成
　障がい児が必要な補装具の購入又は修理を行ったときは「障害者総合支
援法」に基づき、その費用の100分の90に相当する補装具費を公費で支給
しているが、残りの100分の10に相当する障がい児の保護者の負担額を全
額市から助成する。

②難聴児補聴器購入費助成
　軽度・中等度難聴児の補聴器購入に要する経費に3分の2を乗じた額を助
成する。

＜関係例規＞
・筑紫野市児童補装具費の利用者負担額の助成に関する規則
・筑紫野市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

①障害児補装具費助成
　障がい児の補装具の購入等に要する保護者の負担を軽減
し、障がい児が身体に適合した補装具を使用できている。
②難聴児補聴器購入費助成事業
　身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴
児が言語の取得、教育等において健全に発達できている。

計画年度 平成19年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

障害児補装具費助成件数

難聴児補聴器購入費助成件数

42 40 45 45

1 1 3 3

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
518 701 655 731計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

0 0 0 0
31
0

87 80 80
0 0 0

0 0 0 0
487 614 575 651

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

0.1 0.1 0.1
782 802 838

1,300 1,503 1,493 731

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

○

●

○

　障害児補装具費助成については、毎年、対象者の8～9割程度に助成を行っている。高額な補装具の場合は、月額
負担上限額である37,200円に達することもあるため、保護者にとっては経済的負担の軽減につながっている。
 令和6年度については助成件数は下がったものの、対象となる児童は、毎年若しくは隔年で補装具修理や買い替え
をしており効果は上がっているものと思われる。

７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

　障がい児の補装具は、子どもの成長に伴い合わなくなるため、使用
年数が成人と比較して短いものが多く、保護者の負担となっている。
そのため、この制度によって、経済的な負担が軽減されている。
　近隣市では補装具費自己負担分への助成事業は行っておらず、障害
者総合支援法に基づく給付の上乗せとなっているため見直しの必要と
の意見がある。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

なし

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持○ 見直し● ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

障害者総合支援法の施行に伴い、保護者負担軽減の為事業を開始
したが、制度改正により非課税世帯等への軽減措置がなされ、当
初の目的は達成されたものと思われるので、今後廃止も含め検討
を行う。

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

「障害者自立支援法（現在の障害者総合支援法）」が、平成18年
10月に完全施行され、利用者の1割負担等が導入された。障がい
児の補装具は、子どもの成長により作成間隔が短く、保護者の負
担が大きいことから、独自の軽減措置として平成19年度から「障
害児舗装具費助成」を開始した。

　平成22年度からは、低所得者の利用者負担が無料となる利用者
負担軽減策が実施されている。
　平成26年度から、「福岡県軽度・中等度難聴児補聴器購入費助
成事業補助金制度」が制定されたことから、当市においては平成
26年10月から「難聴児補聴器購入費助成」を開始した。

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

件

件

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）


